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  日頃より、人事総務課実務へご協力いただきありがとうございます。 

２０２４年１２月２日より健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証（保険証を 

利用登録したマイナンバーカード）による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わり 

ます。 

これに伴い、協会けんぽから「資格情報のお知らせ」（被保険者・被扶養者分）が届き 

ましたので健康保険加入者への配付をお願いいたします。 

 

６月１日以降に協会けんぽ（健康保険）に加入された方（被扶養者含む）は、 

２０２５年１月下旬頃に届く予定です 

 

 

    

※詳細は、医療生協報 9 月号をご参照ください。 

※健康保険の資格情報にマイナンバーが登録できていない方には、 

「マイナンバー登録申出書」が同封されています。 

職員から問い合わせ等があった際には、必要事項を記入し、返信用封筒にて 

各自で協会けんぽへ郵送するよう、ご案内ください。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

２０２４年１２月２日 健康保険証の新規発行廃止に伴う 

「資格情報のお知らせ」送付の件 



 

※令和 6 年 6 ⽉ 7 ⽇（⾦）時点の加⼊者 

2 回⽬：令和 7 年 1 ⽉ 22 ⽇（⽔）〜令和 7 年 2 ⽉ 3 ⽇（⽉） 

※令和 6 年 6 ⽉ 10 ⽇（⽉）以降に加⼊した 11 ⽉ 29 ⽇（⾦）時点の加⼊者 

 


